
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
大
蔵
省
令
、
法
務
庁
令
、
厚
生
省
令
、
農
林
省
令
第
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
利
用
分
量
割
合
）

（
利
用
分
量
割
合
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

第
十
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
事
業
に
お
け
る
組
合
員
以
外
の
者
の
利

２

第
十
一
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
事
業
に
お
け
る
組
合
員
以
外
の
者

用
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

の
利
用
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
す
る
。

割
合
と
す
る
。

一

第
十
一
条
第
二
号
の
事
業
（
二
以
上
の
種
類
の
協
同
施
設
を
利
用
さ
せ
る
事
業

一

第
十
一
条
第
二
号
の
事
業

百
分
の
二
十

を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
）

百
分
の
二
十

二

第
十
一
条
第
三
号
の
事
業

百
分
の
百

二

第
十
一
条
第
三
号
の
事
業

百
分
の
百

（
削
る
）

三

第
十
一
条
第
四
号
の
事
業

百
分
の
二
十

（
組
合
員
以
外
の
者
に
事
業
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
）

（
組
合
員
以
外
の
者
に
事
業
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
）

第
十
一
条

法
第
十
二
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業

第
十
一
条

法
第
十
二
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業

は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
利
用
さ
せ
る
場
合
は
当
該
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

こ
ろ
に
よ
り
利
用
さ
せ
る
場
合
は
当
該
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

場
合
（
組
合
員
に
よ
る
利
用
分
量
と
組
合
員
以
外
の
者
に
よ
る
利
用
分
量
と
を
区
別

場
合
（
組
合
員
に
よ
る
利
用
分
量
と
組
合
員
以
外
の
者
に
よ
る
利
用
分
量
と
を
区
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

物
品
を
供
給
す
る
事
業

次
に
掲
げ
る
場
合

一

物
品
を
供
給
す
る
事
業

次
に
掲
げ
る
場
合



イ

学
校
そ
の
他
の
教
育
文
化
施
設
又
は
病
院
、
保
育
所
そ
の
他
の
医
療
施
設
若

イ

学
校
そ
の
他
の
教
育
文
化
施
設
又
は
病
院
、
保
育
所
そ
の
他
の
医
療
施
設
若

し
く
は
社
会
福
祉
施
設
を
設
置
す
る
者
が
当
該
施
設
の
利
用
者
に
対
し
必
要
な

し
く
は
社
会
福
祉
施
設
を
設
置
す
る
者
が
当
該
施
設
の
利
用
者
に
対
し
必
要
な

便
宜
を
供
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
設
置
す
る
者
に
対
し
当
該
便
宜
の
供

便
宜
を
供
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
設
置
す
る
者
に
対
し
当
該
便
宜
の
供

与
に
必
要
な
物
品
を
供
給
す
る
場
合

与
に
必
要
な
物
品
を
供
給
す
る
場
合

ロ

職
域
に
よ
る
組
合
が
、
職
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
理
由
に
よ
り
当
該
職
域

ロ

職
域
に
よ
る
組
合
が
、
職
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
理
由
に
よ
り
当
該
職
域

を
訪
問
し
た
者
に
対
し
物
品
を
供
給
す
る
場
合

を
訪
問
し
た
者
に
対
し
物
品
を
供
給
す
る
場
合

ハ

他
の
組
合
に
物
品
を
供
給
す
る
場
合

ハ

他
の
組
合
に
物
品
を
供
給
す
る
場
合

ニ

組
合
の
存
す
る
地
域
の
交
流
を
目
的
と
す
る
催
し
を
実
施
す
る
場
合

ニ

組
合
の
存
す
る
地
域
の
交
流
を
目
的
と
す
る
催
し
を
実
施
す
る
場
合

ホ

震
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

（
新
設
）

場
合
に
お
い
て
、
一
時
的
に
生
活
に
必
要
な
物
品
の
供
給
が
不
足
す
る
地
域
以

外
で
避
難
者
に
対
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
物
品
を
供
給
す
る
場
合

ヘ

組
合
が
注
文
に
応
じ
て
物
品
を
自
宅
そ
の
他
の
場
所
に
配
送
す
る
方
法
に
よ

（
新
設
）

り
事
業
を
利
用
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
対
し
、
一
月
以
内
の
期
間
を
定
め

て
、
試
行
的
に
当
該
物
品
を
供
給
す
る
場
合

二

組
合
員
の
生
活
に
有
用
な
協
同
施
設
を
な
し
、
組
合
員
に
利
用
さ
せ
る
事
業
（

二

食
堂
を
利
用
さ
せ
る
事
業

職
域
に
よ
る
組
合
が
、
職
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
場
合

る
理
由
に
よ
り
当
該
職
域
を
訪
問
し
た
者
に
対
し
当
該
食
堂
を
利
用
さ
せ
る
場
合

イ

職
域
に
よ
る
組
合
が
、
職
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
理
由
に
よ
り
当
該
職
域

を
訪
問
し
た
者
（
訪
問
を
予
定
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
に
対
し
当
該
施
設
を

利
用
さ
せ
る
場
合

ロ

離
島
そ
の
他
交
通
不
便
の
地
域
に
お
け
る
施
設
を
利
用
さ
せ
る
場
合
（
当
該

地
域
に
お
け
る
他
の
事
業
者
の
事
業
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
を
除
く
。
）

三

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条

三

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
納
骨
堂
を
利
用
さ
せ
る
事
業

当
該
納
骨
堂
を
利
用
さ
せ
る

第
六
項
に
規
定
す
る
納
骨
堂
を
利
用
さ
せ
る
事
業

当
該
納
骨
堂
を
利
用
さ
せ
る



場
合

場
合

（
削
除
）

四

組
合
員
の
生
活
に
有
用
な
協
同
施
設
を
な
し
、
組
合
員
に
利
用
さ
せ
る
事
業
（

前
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）

離
島
そ
の
他
交
通
不
便
の
地
域
に
お
け
る

施
設
を
利
用
さ
せ
る
場
合
（
当
該
地
域
に
お
け
る
他
の
事
業
者
の
事
業
活
動
に
影

響
を
及
ぼ
す
場
合
を
除
く
。
）

（
連
結
決
算
関
係
書
類
の
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
注
記

（
連
結
決
算
関
係
書
類
の
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
注
記

等
）

等
）

第
百
十
三
条

連
結
決
算
関
係
書
類
の
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
に
関

第
百
十
三
条

連
結
決
算
関
係
書
類
の
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
に
関

す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
注
記
は
当

す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
注
記
は
当

該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

連
結
の
範
囲
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

一

連
結
の
範
囲
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

開
示
対
象
特
別
目
的
会
社
（
特
別
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法

ホ

開
示
対
象
特
別
目
的
会
社
（
特
別
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社

及
び
事
業
内
容
の
変
更
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業

及
び
事
業
内
容
の
変
更
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業

体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
第
二
百
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当

体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
第
二
百
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡
し
た
組
合
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
認
め

該
特
別
目
的
会
社
に
対
す
る
出
資
者
及
び
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡

ら
れ
、
当
該
組
合
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
を
い

し
た
組
合
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
当
該
組
合
の
子
法
人
等
に

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
重
要
な

該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合

事
項

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
重
要
な
事
項

開
示
対
象
特
別
目
的
会
社
の
概
要

開
示
対
象
特
別
目
的
会
社
の
概
要

( )1

( )1

開
示
対
象
特
別
目
的
会
社
と
の
取
引
の
概
要
及
び
取
引
金
額

開
示
対
象
特
別
目
的
会
社
と
の
取
引
の
概
要
及
び
取
引
金
額

( )2

( )2



二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
規
約
の
変
更
の
総
会
の
決
議
を
要
し
な
い
事
項
）

（
規
約
の
変
更
の
総
会
の
決
議
を
要
し
な
い
事
項
）

第
百
五
十
七
条

法
第
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
百
五
十
七
条

法
第
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

関
係
法
令
の
改
正
（
条
項
の
移
動
等
当
該
法
令
に
規
定
す
る
内
容
の
実
質
的
な

一

関
係
法
令
の
改
正
（
条
項
の
移
動
等
当
該
法
令
に
規
定
す
る
内
容
の
実
質
的
な

変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
伴
う
規
定
の
整
理

変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
伴
う
規
定
の
整
理

二

第
五
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
技
術
的
事
項
の
設
定
又
は

（
新
設
）

変
更

三

第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
設
定
又
は
変
更

二

第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
設
定
又
は
変
更

四

第
五
十
七
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

三

第
五
十
七
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

五

責
任
共
済
等
の
事
業
に
つ
い
て
の
共
済
事
業
規
約
の
変
更

四

責
任
共
済
等
の
事
業
に
つ
い
て
の
共
済
事
業
規
約
の
変
更

（
長
期
共
済
事
業
を
実
施
す
る
組
合
の
資
産
運
用
の
方
法
）

（
長
期
共
済
事
業
を
実
施
す
る
組
合
の
資
産
運
用
の
方
法
）

第
二
百
一
条

（
略
）

第
二
百
一
条

（
略
）

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

組
合
が
組
合
に
対
し
て
行
う
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
当
該
貸
付
金
の
使
途
が
借

十
一

組
合
が
組
合
に
対
し
て
行
う
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
当
該
貸
付
金
の
使
途
が
借

り
入
れ
る
組
合
の
事
業
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
も
の
（
当
該
貸
付
金
の
使
途
が
貸

り
入
れ
る
組
合
の
事
業
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
も
の
（
た
だ
し
、
不
動
産
等
を
担

付
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
資
金
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
不
動
産
等
を
担
保
と
す

保
と
す
る
貸
付
け
、
当
該
貸
付
け
に
係
る
債
務
が
債
務
保
証
法
人
等
に
よ
つ
て
保

る
貸
付
け
、
当
該
貸
付
け
に
係
る
債
務
が
債
務
保
証
法
人
等
に
よ
つ
て
保
証
さ
れ

証
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
貸
付
け
又
は
当
該
貸
付
け
に
係
る
損
失
が
債
務
保

る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
貸
付
け
又
は
当
該
貸
付
け
に
係
る
損
失
が
債
務
保
証
法
人

証
法
人
等
に
よ
つ
て
補
償
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
貸
付
け
に
限
る
。
）

等
に
よ
つ
て
補
償
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
貸
付
け
に
限
る
。
）



十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
短
期
共
済
事
業
の
み
を
実
施
す
る
組
合
の
資
産
運
用
の
基
準
）

（
短
期
共
済
事
業
の
み
を
実
施
す
る
組
合
の
資
産
運
用
の
基
準
）

第
二
百
二
条

（
略
）

第
二
百
二
条

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

組
合
が
組
合
に
対
し
て
行
う
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
当
該
貸
付
金
の
使
途
が
借

十
二

組
合
が
組
合
に
対
し
て
行
う
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
当
該
貸
付
金
の
使
途
が
借

り
入
れ
る
組
合
の
事
業
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
も
の
（
当
該
貸
付
金
の
使
途
が
貸

り
入
れ
る
組
合
の
事
業
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
も
の
（
た
だ
し
、
不
動
産
等
を
担

付
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
資
金
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
不
動
産
等
を
担
保
と
す

保
と
す
る
貸
付
け
、
当
該
貸
付
け
に
係
る
債
務
が
債
務
保
証
法
人
等
に
よ
つ
て
保

る
貸
付
け
、
当
該
貸
付
け
に
係
る
債
務
が
債
務
保
証
法
人
等
に
よ
つ
て
保
証
さ
れ

証
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
貸
付
け
又
は
当
該
貸
付
け
に
係
る
損
失
が
債
務
保

る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
貸
付
け
又
は
当
該
貸
付
け
に
係
る
損
失
が
債
務
保
証
法
人

証
法
人
等
に
よ
つ
て
補
償
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
貸
付
け
に
限
る
。
）

等
に
よ
つ
て
補
償
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
貸
付
け
に
限
る
。
）

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
二
百
十
条

法
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
そ
の
他
厚
生
労
働
省

第
二
百
十
条

法
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
そ
の
他
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
組
合
の
子
法
人
等
で
あ
る
も
の

一

当
該
組
合
の
子
法
人
等
で
あ
る
も
の

二

当
該
組
合
の
関
連
法
人
等
で
あ
る
も
の

二

当
該
組
合
の
関
連
法
人
等
で
あ
る
も
の

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

特
別
目
的
会
社
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
価
額
で
譲
り
受
け
た
資
産
か
ら
生
ず
る
収

４

特
別
目
的
会
社
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
価
額
で
譲
り
受
け
た
資
産
か
ら
生
ず
る
収

益
を
当
該
特
別
目
的
会
社
が
発
行
す
る
証
券
の
所
有
者
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る

益
を
当
該
特
別
目
的
会
社
が
発
行
す
る
証
券
の
所
有
者
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
を
含
む
。
）
に
享

法
律
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
を
含
む
。
）
に
享



受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当
該
特
別
目
的
会
社
の
事
業
が

受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当
該
特
別
目
的
会
社
の
事
業
が

そ
の
目
的
に
従
つ
て
適
切
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資

そ
の
目
的
に
従
つ
て
適
切
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
特
別
目
的
会
社
に
対

産
を
譲
渡
し
た
組
合
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

す
る
出
資
者
及
び
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡
し
た
組
合
か
ら
独
立
し
て
い

ら
ず
、
当
該
組
合
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
。

る
も
の
と
認
め
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
組
合
の
子
法
人
等
に
該
当

し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
。

（
解
散
の
認
可
申
請
）

（
解
散
の
許
可
申
請
）

第
二
百
三
十
四
条

法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
総
会
の
議
決
に
よ
る
解
散

第
二
百
三
十
四
条

法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
総
会
の
議
決
に
よ
る
解
散

の
認
可
の
申
請
書
に
は
、
理
由
書
及
び
総
会
の
議
事
録
の
謄
本
を
添
付
し
な
け
れ
ば

の
認
可
の
申
請
書
に
は
、
理
由
書
、
総
会
の
議
事
録
の
謄
本
、
財
産
目
録
及
び
貸
借

な
ら
な
い
。

対
照
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


